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人口・面積( 54. 5. 1)
世 帯　　　　　208, 395
人 口　　　　　627, 201

男　　　　　　317, 594
女　　　　　　309, 607

面積　　　　　53. 25k㎡
人口密度　　　11, 778人/ k㎡

下 水道 普及 は

都市文化のものさし
足
立
区
の
下
水
道
普
及
率
は
、二
割
に
も
漓

た
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
こ
で
普
及

促
進
を
は
か
る
た
め
、枝
線
工
事
の
一
部
を
都

か
ら
受
託
し
、ま
た
、皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
得

な
が
ら
早
期
実
現
に
努
力
し
て
い
ま
す
。

下
水
道
っ
て

な
ん
で
し
ょ
う

下
水
道
の
施
設
は
、
ほ
と
ん
ど
が

地
下
に
か
く
れ
て
い
ま
す
。
だ
れ
も

が
知
っ
て
い
る
は
ず
で
も
、
あ
ん
が

い
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
。

家
庭
や
工
場
か
ら
流
さ
れ
る
汚
水

は
、
下
水
管
を
通
っ
て
処
理
場
に
運

ぱ
れ
、
そ
こ
で
衛
生
的
に
処
理
さ
れ

て
川
や
海
に
流
し
て
い
ま
す
。こ
れ

が
下
水
道
の
し
く
み
で
す
。

下
水
道
は
、
単
に
し
尿
の
処
理
と

い
っ
た
保
健
衛
生
面
や
工
場
、
家
庭

排
水
か
ら
の
河
川
の
水
質
を
保
全
す

る
と
い
っ
た
目
的
の
他
に
、
水
害
の

防
止
、
内
水
の
排
除
と
い
っ
た
大
き

な
目
的
を
も
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
下
水
の
処
理
水
を
浄
化
、

雑
用
水
と
し
て
工
場
な
ど
で
再
利
用

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

急
が
れ
る

下
水
道
対
策

足
立
区
は
地
形
が
平
ら
で
四
方
を

河
川
に
囲
ま
れ
、
し
か
も
低
地
と
い

う
(
ン
デ
を
も
ち
、
ち
″
つ
と
し
た

雨
で
も
浸
水
が
発
生
す
る
な
ど
大
き

な
悩
み
を
か
か
え
て
い
ま
す
。

都
市
文
化
の
も
の
さ
し
と
い
わ

れ
、
快
適
な
都
市
生
活
を
営
む
う
え

か
ら
も
、下
水
道
の
整
備
は
一
日
も

早
く
解
決
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
も

の
で
す
。

区
の
下
水
道
の
普
及
状
況
は
、
ま

だ
二
割
に
も
満
た
っ
て
お
ら
ず
、荒

川
以
北
の
大
部
分
か
未
整
備
の
状
態

で
す
。

昨
年
六
月
に
実
施
し
た
『
足
立
区

政
に
関
す
る
世
論
調
査
』で
、
区
の

行
政
で
最
も
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
も

の
は
何
か
の
質
問
に
対
し
、
下
水
道

の
整
備
を
望
む
声
が
最
も
多
く
、
四

人
に
一
人
が
あ
げ
、
下
水
道
に
対
す

る
関
心
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま

す
。区

で
も
、こ
れ
ま
で
に
多
額
の
費

用
を
か
け
て
水
路
の
改
修
、
排
水
場

の
設
備
増
強
な
ど
の
向
上
に
努
め
て

き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
降
雨

で
浸
水
や
氾
ら
ん
か
繰
り
返
え
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め

に
は
、
下
水
道
の
早
期
完
成
以
外
に

有
効
な
方
法
は
見
当
り
ま
せ
ん
。

下
水
道
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
は

▽
工
事
関
係
=
・
都
下
水
道
局
第
五

建
設
事
務
所
　
　

六
〇
五
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五
一
・
区
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助
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菅
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六
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二
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二
庁
舎
下
水
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課

下水道施設区域告示地域
( 54. 5現在)

斜線の部 分が、水洗化 の可能な地域です

十
年
目
を
迎
え
る

都
市
計
画
法

皆
さ
ん
は
、
都
市
計
画
法
に
つ
い

て
ご
存
知
で
す
か

。

六
月
十
四
日
は
、
新
し
い
都
市
計

画
法
が
昭
和
四
十
四
年
に
施
行
さ
れ

て
か
ら
、
ち
I

つ
と
十

年
目
に
あ
た
り
ま
す
。

区
民
の
皆
さ
ん
の
生

活
に
大
き
な
か
か
わ
り

を
も
つ
都
市
計
画
法
に

つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明

し
ま
し
ょ
う
。

都
市
計
画
法
と
は
、
街
に
道
路
や

ガ
ス
、
上
下
水
道
、
公
園
、
学
校
、

病
院
等
を
つ
く
り
、
文
化
的
・
健
康

的
な
街
づ
く
り
を
す
る
た
め
の
法
律

で
す
。

旧
法
は
大
正
(
年
か
ら
施
行
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
四
年
に

新
法
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

新
法
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
旧
法

と
異
な
り
ま
す
。

□
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

ス
プ
ロ
ー
ル
対
策
と
し
て
、市
街

化
す
べ
き
地
域
と
市
街
化
を
お
さ
え

る
地
域
を
決
め
、
無
秩
序
な
開
発
行

為
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
さ
ら
に
こ
ま
か
く
用
途
地

域
を
決
め
て

、
工
場
や
住
宅
等
の
混

雑
を
規
制
し
て
い
ま
す
。

□
都
市
計
画
権
限
の
分
散

旧
法
で
は
都
市
計
画
の
権
限
は
国

に
あ
り
ま
し
た
が
、新
法
で
は
東
京

都
や
区
に
も
都
市
計
画
の
権
限
を
分
散

し
ま
し
た
。

□
住
民
の
都
市
計
画
へ
の
参
加

都
市
計
画
の
立
案
に
あ
た
っ
て

は
、
住
民
の
方
の
意
向
を
反
映
さ
せ

る
た
め
、
地
元
説
明
会
を
鬨
き
ま

す
。そ

し
て
、
計
画
案
が
で
き
る
と
計

画
図
や
図
書
が
二
週
間
の
あ
い
だ
都

庁
や
区
役
所
で
閲
覧
で
き
ま
す
の

で
、こ
の
期
間
中
、住
民
の
方
は
意

見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
新
し
い
都
市
計
画
法

は
旧
法
に
比
べ
、区
民
の
皆
さ
ん
に

身
近
な
民
主
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。

都
市
計
画
法
の
主
旨
を
ご
理
解
い

た
だ
き
、足
立
区
の
衝
づ
く
り
に
つ

い
て
、区
民
の
皆
さ
ん
の
積
極
的
な

都
市
計
画
へ
の
参
加
に
よ
り
、
住
み

よ
い
街
づ
く
り
を
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

な
お
、
本
年
度
は
用
途
地
域
の
見

直
し
を
秋
頃
か
ら
行
な
い
ま
す
。こ

れ
に
つ
い
て
は
、
随
時
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

下
水
道
整
備
の
早
期
実
現
に

ご
協
力
と
ご
支
援
を

下
水
道
盤
備
事
業
は
、
本
来
都
が

行
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
区
で

は
促
進
を
は
か
る
た
め
、
昭
和
四
十
(

年
度
か
ら
枝
線
工
事
の
一
部
を
受

託
し
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、国
や
都
に
対
す
る
各
種
要

請
活
動
を
強
化
す
る
た
め
に
結
成
さ

れ
た
「足
立
・
葛
飾
・
江
戸
川
三
区

下
水
道
事
業
促
進
連
盟
」も
、住
民

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、

早
期
実
現
に
向
か
っ
て
努
力
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
用
地
の
確
保
、
費
用
の

問
題
、
技
術
上
の
問
題
、
騒
音
・
振

動
な
ど
の
工
事
被
害
と
、
早
期
普
及

を
は
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て

易
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

都
も
区
も
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決

し
な
が
ら
、
普
及
率
百
パ
ー
セ
ン
ト

の
笑
現
に
努
力
し
て
い
く
方
針

で

す
。そ

れ
に
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
こ
そ
が
強
力
な
支
援

と
な
り
ま
す
。

現
在
区
の
水
洗
地
域
は
、
千
住
、

小
台
、
新
田
地
区
。
荒
川
堤
北
部
は

綾
瀬
一
・
二
丁
目
、
弘
道
一
丁
目
、

足
立
一
～
三
丁
目
の
一
部
、
青
井
一

・
四
～
六
丁
目
の
】
拠
で
す
。

こ
の
地
域
を
「
処
理
区

」と
い
い
、

処
理
場
、
ポ
ン
プ
所
、
幹
線
、
枝
線

が
一
体
と
な
っ
て
接
続
さ
れ
、
水
洗

化
が
可
能
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
枝
線
、
幹
線
、
ポ
ン
プ
所

ま
で
つ
な
が
っ
た
地
域
を
「
排
水
区
」

と
い
い
、
家
庭
や
工
場
か
ら
だ
さ
れ

る
排
水
を
下
水
道
管
に
収
容
し
、
河

川
へ
放
流
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ト
イ
レ
の
水
洗
化
は
で
き
ま
せ
ん
。

排
水
区
は
、
梅
田
四
・
五
丁
目
、

梅
島
一
I

二
丁
目
、
舎
人
町
、
入
谷

町
の
各
一
部
で
、
処
理
場
へ
つ
な
が

る
と
、
水
洗
化
か
可
能
と
な
る
地
域

で
す
。

今

年

の

工

事

予

定

本
年
度
区
で
施
行
す
る
下
水
道
工

事
の
予
定
は
、
①
柳
原
一
丁
目
、
②

梅
田
五
丁
目
、
③
梅
田
三
丁
目
、
④

梅
島
一
・
二
丁
目
、
⑤
西
綾
瀬
三
・

四
丁
目
、
⑥
西
綾
瀬
二
・
三
丁
目
、

⑦
梅
田
六
丁
目
、
⑧
弘
道
二
丁
目
、

西
綾
瀬
三
丁
目
、
⑨
足
立
一
・
三
丁

目
で
す
。

施
行
期
間
は
、
①
を
五
月
―
十
二

月
ま
で
。
②
～
⑨
は
七
月
か
ら
来
年

の
三
月
ま
で
で
す
。

地
元
の
皆
さ
ん
に
は
、
工
事
個
所

ご
と
に
説
明
会
を
行
な
い
ま
す
が
、

工
事
期
間
中
は
、交
通
止
め
や
騒
音

、

振
動
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
ご
迷
惑
を

か
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
適
切

な
工
法
と
細
心
の
注
意
、
安
全
な
対

聚
を
と
り
な
が
ら
工
事
施
行
し
て
い

き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

すずかけ
月
の
な
か
ぱ

ま
で
は
、
さ
わ

や
か
な
初
夏
の

風
が
か
お
る
季

節
で
す
。こ
の

さ
わ
や
か
な
季

節
も
、
後
半
は

ゆ
う
う
つ
な
梅
雨
に
入
り
ま
す
。

梅
雨
時
の
心
に
う
る
お
い
を
与

え
て
く
れ
る
植
物
に
、
あ
じ
さ
い
と

花
し
I

つ
ぷ
が
あ
り
ま
す
。

千
代
田
線
綾
瀬
駅
か
ら
徒
歩
で

十
五
分
で
行
け
る
「
し
冫
つ
ぶ
沼

公
園
」
の
散
策
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
白
、
赤
、
紫
な
ど
約
三
千
株

の
し
I
つ
ぶ
の
花
が
、
訪
れ
る
人

の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

来
年
か
ら
は
す
ぐ
そ
ぱ
に
北
綾

瀬
駅
が
開
設
に
な
り
ま
す
。
か
っ

て
は
、
ま
ち
の
そ
こ
こ
こ
や
お
寺

の
境
内
、
農
家
の
庭
先
な
ど
の
花

や
木
々
の
自
然
か
ら
季
節
の
う
つ

ろ
い
を
感
じ
た
も
の
で
し
た
。

公
園
は
、都
市
の
美
観
を
保
ち

。

区
民
の
皆
さ
ま
に
憩
い
と
レ
ク
リ

エ
ー
シ
'
ン
の
場
を
提
供
し
、
災

害
時
に
は
避
難
場
所
や
防
災
空
地

と
し
て
利
用
で
き
る
公
共
施
設
と

し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
ま
す
。

豊
か
で
潤
い
の
あ
る
都
市
環
境

づ
く
り
に
は
、
特
色
の
あ
る
楽
し

い
公
園
の
整
備
が
欠
か
せ
な
い
こ

と
と
考
え
て
い
ま
す
。

足
立
区
長
　
長
谷
川
　
久
勇

中
古
住
宅
の
取
得
者
に

登
録
免
許
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

既
存
(
中
古
)
住
宅
を
取
得
し
た

方
を
対
象
に
、
所
有
権
移
転
登
記
税

率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
パ
ー
セ

ン
ト
に
抵
当
権
設
定
登
記
税
率
が
〇

・
四
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
〇
・
二
五
パ

ー
セ
ン
ト
に
、
次
の
要
件
で
軽
減
さ

れ
ま
す
。

適
用
要
件

①
取
得
し
た
方
…
◇
中
古
住
宅
を
取

得
の
日
以
前
一
年
以
内
に
、
民
間

ア
パ
ー
ト
や
公
団
住
宅
、
借
家
等

に
住
ん
で
い
た

②
取
得
し
た
家
屋
=
・
◇
昭
和
五
十
四

年
四
月
一
日
～
昭
和
五
十
六
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得
　
◇
取

得
の
住
宅
用
家
屋
の
床
面
積
が
四

十
平
方
㍍
以
上
、
百
六
十
五
平
方

㍍
以
下
　
◇
取
得
の
日
以
前
、
十

年
以
内
に
新
築
　
◇
取
得
家
屋
の

固
定
資
産
評
価
額
が
一
平
方
㍍
あ

た
り
七
万
七
千
円
以
下

③
譲
渡
し
た
方
=
・
◇
譲
渡
の
日
ま
で

引
続
き
三
年
間
、そ
の
家
屋
を
所

有
　
◇
譲
渡
の
日
以
前
二
年
以
内

に
、
そ
の
家
屋
に
居
住

手
続
き
に
つ
い
て
の
く
わ
し
い
問

い
合
わ
せ
は
、
建
築
指
導
課
へ
ど
う

ぞ
。

国
民
年
金
に
入
っ
て
い
ま
す
か

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

は
明
冶
四
十
四
年
四
月
二
日
以
降

に
生
れ
た
方
で
、
二
十
歳
以
上
の

日
本
国
民
の
う
ち
厚
生
年
金
等
に

加
入
で
き
な
い
自
由
業
、
自
営
業

の
万
と
そ
の
配
偶
者
の
方
で
す
。

国
民
年
金
の
「老
齢
年
金
」を

受
け
る
た
め
に
、六
十
歳
ま
で

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。(た
だ
し
、
生
年
月
日
に
よ
っ

て
左
の
受
給
賢
格
期
間
表
の
と
お

り
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
短

の
期
間
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
)

保
険
料
は
、原
則
と
し
て
二
年

を
経
過
す
る
と
時
効
と
な
り
、納

め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

特
例
納
付
に
つ
い
て

そ
こ
で

、
今
回
特
別
に
時
効
で

消
滅
し
た
昭
和
五
十
三
年
三
月
以

前
の
保
険
料
が
一
か
月
四
千
円
で

納
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し

た
。

納
付
期
限
は
、
昭
和
五
十
五
年

六
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

特
例
納
付
は
今
回
が
最
後
で
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い

三
十
五
歳
以
上
の
方
(
強
制
加
入

対
象
者
に
限
る
)
は
、
こ
れ
が
最

後
の
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
ま
す
。

い
そ
い
で
加
入
手
続
き
を
し
て

保
険
料
を
納
め
ま
し
I
つ
。

※
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方

や
過
去
に
加
入
し
て
い
た
万
(
強

制
加
入
者
)
で
保
険
料
の
納
め
忘

れ
の
あ
る
方
は
、こ
の
機
会
に
納

め
て
、
確
実
に
年
金
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
ま
し
I
つ
。
受
給
賢

格
期
問
に
一
か
月
で
も
足
り
な
い

と
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

◎
未
納
期
間
や
保
険
料
順
が
わ
か

ら
な
い
方
、
ま
た
加
入
に
つ
い
て

の
問
い
合
わ
せ
は
、
お
気
軽
に
国

民
年
金
課
へ
ど
う
ぞ
。

老齢年金受給資格期間表遊
休
地
の
ご
提
供
を

子
供
の
遊
び
場
に
利
用
し
ま
す

以
前
は
、
子
供
の
遊
び
場
と
し

て
、
空
地
や
路
地
裏
な
ど
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
都
市
化
が

進
み
、
空
地
が
少
な
く
な
り
、
交

通
量
が
激
増
す
る
と
と
も
に
、
ご

く
限
ら
れ
た
場
所
し
か
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

区
で
は
、こ
の
状
況
に
対
応
す

る
た
め
、公
園
や
児
童
遊
園
の
設

匱
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
か
、ま

だ
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の

状
態
を
少
し
で
も
解
消
す
る
た

め
、
「民
間
遊
び
場
」の
制
度
を

行
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
地
主
さ
ん
に
遊
休
地

を
提
供
し
て
い
た
だ
弌

地
区
の

方
々
が
管
理
委
員
会
を
設
置
し
て

管
理
運
営
を
し
て
も
ら
う
も
の
で

す
。現

在
、幼
児
の
た
め
の
砂
場
十

(
か
所
、子
供
の
広
場
二
十
二
か

所
が
、民
間
遊
ぴ
場
と
し
て
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。

新
し
く
砂
場
・
子
供
の
広
場
を

設
置
す
る
場
合
に
は

、
設
備
費
を

そ
の
後
毎
年
広
場
の
大
き
さ
に
よ

り
、
運
営
費
の
補
助
を
し
て
い
ま

す
。な
お
、提
供
し
て
い
た
だ
い
た

遊
休
地
の
固
定
賢
産
税
は
減
額
・

免
除
の
措
置
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

く
わ
し
く
は

、
青
少
年
係
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

。
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環境週間 6月5日～11日

環境づくりは皆んなの手で
六
月
五
日
か
ら
十
一
日
ま
で
の
一
週
間
は
「
環
境
週
」
で
す
。
環
境
週

間
は
、
〝
か
け
が
え
の
な
い
地
球
〟
を
合
言
葉
と
し
て
「
国
連
人
間
環

境
会
議
」(

一
九
七
二
年)

を
き
っ
か
け
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
機
会
に
、
み
ん
な
で
地
域
の
環
境
を
見
つ
め
な
お
し
ま
し
ょ
う
。

自
然
環
境
の
保
護
か
ら

ゆ
と
り
あ
る
生
活
を

東
京
を
お
お
う
大
気
汚
染
、環
七

遭
路
な
ど
の
自
助
車
公
害
、
エ
楊
や

住
宅
の
密
集
、
都
市
の
過
密
化
に
よ

る
騒
音
・
振
動
は
、私
た
ち
の
健
康

を
耙
ひ
や
か
し
、人
関
ら
し
い
豊
か

な
暮
ら
し
兮
つ
ぱ
っ
て
い
ま
す
。

人
間
に
は
、
環
境
に
適
応
す
る
能

力
が
あ
り
、
あ
る
程
度
人
体
に
有
害

な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
力
が
あ
り
ま

す
。
と
こ
ろ
が
。
。
大
気
の
よ
ご
れ
な
ど

の
公
客
は
、
こ
の
よ
う
な
能
力
を
阻

害
す
る
た
め

抵
抗
力
の
弱
い
人
か

ら
病
気
に
な
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

毎
日
支
障
な
く
生
活
し
て
い
る
人

で
も
、
公
害
か
ら
の
影
響
を
受
け
て

い
な
い
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
す
。

慢
性
気
管
支
炎
等
の
公
害
病
認
定
患

者
の
増
加
や
自
助
車
の
通
行
に
よ
る

騒
啻
被
害
の
広
が
り
は
、
環
境
を
考

え
る
重
要
な
指
標
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
緑
地
や
阿
川
な
ど
の
自
然
環
境

保
護
も
含
め
た
総
合
的
な
地
域
づ
く

り
が
大
切
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

住
民
意
識
の

調
査
か
ら

区
環
境
鮖
で
は
、
昨
年
、
区
内
の

主
婦
の
方
々
を
対
象
に
、
「
公
害
に

つ
い
て
の
住
民
意
識
調
査
」
を
行
な

い
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
の
一
都
は

次
の
と
お
り
で
す
。

(
問
)
空
気
の
よ
ご
れ
や
騒
音
・
振

助
な
ど
公
害
の
面
か
ら
み

た

と

き
、
お
宅
の
周
辺
(
町
内
)
の
琿

境
は
、
ニ
～
三
年
後
位
に
は
ど
う

な
る
と
思
い
ま
す
か
。

現
在
と
比
較
し
て
、
悪
く
な
る

四
五
%
、
変
わ
ら
な
い
三
七
・
四
%
、

良
く
な
る
三
・
一
%

、
わ
か
ら
な
い

一
四
・
六
%

、
無
回
答
〇
・
六
%
と

な
っ
て
い
ま
す
。

(
問
)
ま
た
、
こ
れ
ら
公
智
に
よ
っ

て
あ
な
た
の
生
活
は
ど
う
変
わ
っ

て
く
る
と
思
い
ま
す
か
。

健
康
が
保
て
な
く
な
る
九
・
九
%
、

気
持
よ
く
生
活
で
き
な
く
な
る
三
九
%

、
特
に
支
障
は
な
い
三
二
・
九
%
、

わ
か
ら
な
い
一
五
・
四
%
、
無
回
答

二
・
八
%
で
し
た
。

(
問
)
お
宅
の
ま
わ
り
の
地
域
を
公

害
の
な
い
健
康
で
快
適
な
環
境
に

す
る
た
め
に
、
ぜ
ひ
必
要
と
思
わ

れ
る
対
策
は
次
の
う
ち
ど
の
よ
う

な
こ
と
で
し
I
つ
か
。
(
二
つ
選

択
し
て
も
ら
っ
た
)

工
場
の
監
視
や
規
制
を
強
め
る

一
〇
・
五
%
、
自
動
車
公
害
対
策
二

七
・
四
%
、
商
店
街
な
ど
の
営
業
に
よ

る
公
客
の
指
導
三
・
一
%
、
E
川
や
緑

な
ど
自
然
を
と
り
も
と
す
対
策
一
八

%
、
公
閖
や
遭
路
な
ど
人
間
を
中
心

と
し
た
町
づ
く
り
の
対
策
三
〇
・
三

%
、
住
い
を
公
客
か
ら
守
る
た
め
の

賢
金
助
成
三
・
二
%
、
そ
の
他
〇
・
七
%

、
特
に
な
い
三
・
七
%

、
無
回
答

三
・
二
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。

う
る
お
い
の
あ
る

地
域
環
境
を

区
内
で
は
、
近
年

、
工
場
公
害
の

規
制
が
進
み

、
大
気
汚
染
物
質
(
い

お
う
酸
化
物
等
)
の
濃
度
が
下
が
っ

た
り

、
河
川
の
よ
ご
れ
に
も
あ
る
程

度
ス
ト
y

プ
を
か
け
る
な
ど
前
進
面

も
み
ら
れ
ま
す
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
は
、さ
ら
に
す
す
ん
で

、自
動
車

公
害
の
影
響
を
防
き
、
う
る
お
い
の

あ
る
地
域
環
境
を
つ
く
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
地
域
ぐ
る
み
の

運
助
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
I
つ
か
。

区
で
は
、「
足
立
区
基
本
構
想
」
に

基
づ
い
て
、
区
民
の
皆
さ
ん
と
と
も

に
快
適
な
環
境
を
つ
く
る
計
画
を
す

す
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
環
境
課
・
公
害
課

あっ! 　魚がいるよ

緑 の 大 敵
アメリカシロヒトリ

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
、六
月

と
(
月
の
二
回
発
生
し
、
い
ろ
い
ろ

な
植
物
の
葉
を
食
べ
、
食
欲
が
旺
盛

で
樹
木
に
大
き
な
被
薯
を
も
た
ら
す

害
虫
で
す
。

産
ん
だ
卵
が
か
え
る
の
か
六
月
中

旬
、そ
し
て
幼
虫
(
毛
虫
)
↓
サ
ナ

ギ
↓
成
虫
(
蛾
)
↓
産
卵
↓
幼
虫
と

な
っ
て
二
回
目
の
被
害
か
で
る
の
か
(

月
で
す
。
六
月
に
完
全
に
退
治
す

れ
ば
(
月
に
は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
ま

せ
ん
。

□
巣
の
見
つ
け
万

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
、
群
ら

が
っ
て
莱
の
裏
側
に
巣
を
つ
く
り
ま

す
。は
じ
め
は
葉
の
表
皮
だ
け
を
残

し
て
食
べ
ま
す
の
で
、
そ
の
葉
は
透

け
て
見
え
る
よ
う
に
な
り
、た
や
す

く
発
見
で
き
ま
す
。

巣
の
う
ら
に
駆
除
す
る
の
が
最
も

効
杲
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
好
ん
で
産

卵
す
る
プ
ラ
タ
ナ
ス
、桜
、柿
、柳

な
ど
特
に
注
意
し
て
覿
察
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

□
巣
を
取
り
除
く
に
は

巣
を
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
に
そ
の
枝

葉
を
切
り
取
り
、踏
み
つ
ぷ
す
か
焼

き
殺
し
て
く
だ
さ
い
。二
～
三
日
も

放
置
す
る
と
、幼
虫
が
敵
っ
て
し
ま

う
の
で
見
つ
け
次
第
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。高
い
枝
の
葉
は
、高
枝
切
り

(
サ
ミ
を
便
う
と
便
利
で
す
。

□
薬
剤
一
除

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
は
、
一
斉

に
発
生
し
ま
す
。
そ
こ
で
駆
除
も
I

斉
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
す

が
、
区
役
所
が
一
手
に
引
き
受
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
ら
れ
な
い
と

退
治
で
き
ま
せ
ん

。

従
っ
て
各
家
庭
の
樹
木
(
庭
木
)

に
つ
い
て
は
、所
有
者
に
お
願
い
し

て
い
ま
す
。し
か
し
、高
さ
が
五
㍍

以
上
も
あ
る
も
の
や
多
量
で
あ
る
場

合
、ま
た
所
有
者
が
不
明
な
ど
で
駆

除
困
難
な
場
合
に
は
、区
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

区
で
は
、地
域
で
駆
除
す
る
方
の

た
め
に
各
出
張
所
に
勘
力
噴
霧
機
と

薬
剤
を
配
備
し
て
い
ま
す
の
で
、ど

う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。な
抽
、
学

校
、
公
園
、
街
路
等
の
樹
木
は
そ
れ

ぞ
れ
の
管
理
者
が
集
中
的
に
躯
除
し

ま
す
。

緑
を
守
り
、練
豊
か
な
足
立
区
に

す
る
た
め
、
緑
の
大
敵
ア
メ
リ
カ
シ

ロ
ヒ
ト
リ
を
み
ん
な
で
退
治
し
ま
し

ょ
う
。

◎
駆
除
方
法
な
ど
の
相
談
は
、生
卮

環
境
係
へ
ど
う
ぞ
。

ア
メ
ヒ
ト
…
見
つ
け
た
ら

す
ぐ
退
治
し
ま
し
ょ
う

サイクリングロード開設
=皆さんで楽しくご利用を=

区
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
づ
く
り

と
自
転
車
の
安
全
利
用
の
た
め
の

笑
施
馴
練
等
の
場
と
し
て
、中
川

右
岸
(
飯
塚
橋
下
流
・
長
門
排
水

楊
上
流
)
に
区
内
初
の
サ
イ
ク
リ

ン
グ
ロ
ー
ド
(
一
〇
(
〇
㍍
)
を

開
設
し
ま
し
た
。

中
川
堤
と
い
え
ば
、
昔
は
桜
の

名
所
で
し
た
が
、今
は
す
っ
か
り

姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
桜
並
木
の
跡
に
「健
康
で

楽
し
い
も
の
を
」と
い
う
要
望
が

区
民
の
皆
さ
ん
か
ら
あ
り
。区
が

中
川
を
管
理
し
て
い
る
建
設
省
江

戸
川
工
事
事
務
所
と
話
し
合
い
、

河
川
堤
を
無
料
で
借
り
、
総
工
賢

一
千
四
百
七
十
五
万
円
を
か
け
て

完
成
し
た
も
の
で
す
。

自
動
車
に
よ
る
事
故
の
心
配
が

な
く
、
中
川
に
は
魚
影
か
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
サ
イ
ク

リ
ン
グ
の
か
た
わ
ら
、
釣
り
も
で

き
る
憩
い
の
場
と
し
て
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

な
お
、
ご
利
用
に
際
し
て
は
、

出
入
口
に
掲
出
し
て
あ
る
サ
イ
ク

リ
ン
グ
ロ
ー
ド
の
利
用
心
得
を
よ

く
守
り
、
ま
た
コ
ー
ス
の
美
化
に

努
め
て
、
み
ん
な
が
楽
し
く
利
用

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ご協力ください
地 域 ぐ る み の

環境づくり

雑
草
の

刈
り
取
り

あ
き
地
に
雑
草
が
は
ぴ
こ
る
季

節
と
な
り
ま
し
た
。

区
で
は
、あ
き
地
の
管
理
の
適

正
化
に
関
す
る
条
例
(
通
称
「草

刈
条
例
」)
に
基
づ
い
て
、あ
き

地
の
所
有
者
に
対
し
て
適
正
に
管

理
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま

す
。あ

き
地
の
雑
草
は
、付
近
の
住

民
の
迷
惑
に
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
非
行
の
場
所
に
な
っ
た
り
、

ま
た
ゴ
ミ
な
ど
が
捨
て
ら
れ
て
環

境
慝
化
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

区
で
は
、随
時
パ
ト
ロ
ー
ル
を

し
て
、
雑
草
の
は
び
こ
る
土
地
の

所
有
者
に
雑
草
除
去
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
が
、
ま
だ
雑
草
の
茂
っ

て
い
る
あ
き
地
が
み
ら
れ
ま
す
。

所
有
者
の
方
は
、
常
に
あ
き
地
を

適
正
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

な
お
、自
分
自
身
で
雑
草
を
刈

り
取
れ
な
い
方
は
、一
平
方
㍍
五

十
円
の
委
託
料
で
、
区
が
代
わ
っ

て
行
な
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
生
活
環
境
係

ご
参
加
く
だ
さ
い

緑
化
講
演
会

緑
は
、私
た
ち
に
憩
い
と
や
す

ら
き
を
与
え
て
く
れ
る
大
切
な
役

割
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
区
で
は
、
縁
の
町
づ
く

り
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
で
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
こ
う
と

、

次
に
よ
り
講
演
会
を
催
し
ま
す
。

お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ぜ
ひ
お

い
で
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ご
来
場

の
先
一

百
名
の
方
に
、「
油
カ
ス
」

を
差
し
上
げ
ま
す
。

日
時
　
六
月
十
(
日
(
月
)
午
後

一
時
三
十
分

場
所
　
区
役
所
七
階
大
会
議
室

対
象
　
区
内
に
在
住
・
在
勤
の
方

演
題
　
庭
木
の
手
入
れ
と
実
技

講
師
　
都
立
六
義
閭
管
理
所
　
内

藤
広
氏

※
講
演
後
、さ
つ
き
や
観
音
竹
の

鉢
植
え
の
実
技
も
行
な
い
ま
す
。

問
合
せ
先
　
緑
化
係

許
可
が
必
要
で
す

屋
外
広
告
物

屋
外
に
ポ
ス
タ
ー
、
立
看
板
、

広
告
板

、
広
告
塔
、
ア
ド
バ
ル
ー

ン
な
ど
の
広
告
物
を
掲
出
す
る
と

き
は

、
区
長
の
杵
可
か

必
要
で

す
。自

分
の
敷
地
内
、
建
物
等
に
掲

出
す
る
場
合
で
も
杵
可
が
必
要
で

す
。
た
だ
し
、店
舗
な
ど
の
自
家

用
広
告
物
で
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら

れ
た
面
積
以
内
の
広
告
物
は
、
詐

可
を
受
け
な
く
て
よ
い
も
の
も
あ

り
ま
す
か
ら
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

こ
れ
か
ら
掲
出
す
る
方
は
事
前

に
、
ま
た
無
許
可
で
掲
出
し
て
い

る
方
は
、す
み
や
か
に
許
可
を
變

け
て
く
だ
さ
い
。

な
耙
、公
有
地
に
は
原
則
と
し

て
広
告
物
の
掲
出
を
許
可
し
ま
せ

ん
。従
っ
て
遭
路
上
に
掲
出
さ
れ

て
い
る
広
告
物
は
、
道
路
標
識
、

消
火
器
の
標
識
等
以
外
は
違
反
に

な
り
ま
す
。

屋
外
に
広
告
物
を
掲
出
す
る
方

は
、法
令
を
守
り
、
他
人
に
迷
惑

を
か
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
生
活
環
境
係

お
気
軽
に
ど
う
ぞ

夏
花
品
評
会

日
時
　
六
月
十
(
日
(
月
)
～
十

九
日
(
火
)

場
所
　
産
業
振
舞
館
(

区

役

所

隣
)

一
般
観
覧
　
十
八
日
・
・
・
正
午
～
午

後
五
時
、
十
九
日
…
午
前
九
時

～
午
後
二
時

即
売
　
足
立
花
卉
農
業
協
同
組
合

に
よ
る
鉢
花
類
の
即
売
を
行
な

い
ま
す
。

※
な
お
、両
日
と
も
先
着
二
百
名

の
方
に
切
花
を
さ
し
あ
げ
ま
す
。

ま
た
、花
の
相
談
コ
ー
ナ
ー
参

開
設
し
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
農
産
係

福
祉
事
業
あ
ん
な
い

老
人
緊
急

一
時
保
護
制
度

六
十
五
歳
以
上
の
ね
た
き
り
の

お
年
寄
り
を
介
護
し
て
い
る
家
族

が
、冠
婚
葬
祭
、病
気
、出
産
等

の
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、一

時
的
に
お
年
寄
り
の
世
話
か
で

き
な
く
な
っ
た
と
き
、特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
足
立
新
生
苑
(
花
畑

四
-
三
九一
一
〇
)
で
お
年
寄
り

を
お
預
か
り
し
、家
族
に
代
わ
っ

て
短
期
間
(
一
週
間
)
の
お
世
話

を
引
き
受
け
ま
す
の
で
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
老
人
福
祉
係
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

児
童
手
当
等

の

現

況

届

児
童
手
当
・
児
童
育
成
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、
毎
年
六
月

中
に
現
況
届
を
提
出
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

届
出
を
し
な
い
と
、
六
月
分
以
降

の
手
当
の
支
給
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
の
で
、
必
ず
届
出
を
す
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。

手
続
の
方
法
　
手
当
を
受
給
し
て

い
る
方
に
は
、
往
復
(
ガ
キ
を

五
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、記

名
・
押
印
の
う
え
、
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
昭
和
五
十
四
年
一

月
一
日
現
在
、
足
立
区
に
住
ん

で
い
な
か
っ
た
方
は
、前
住
所

の
市
区
町
村
長
が
発
行
す
る
昭

和
五
十
四
年
度
の
所
得
証
明
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、児
童
手
当
、
児
童
育

成
手
当
の
両
方
を
受
給
し
て
い

る
方
に
は
、二
通
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
の
定

時
届
は
、
今
回
か
ら
(
月
十
一
日

よ
り
受
付
と
な
り
ま
す
の
で
、
(

月
期
支
払
分
を
受
け
取
り
ま
し
た

ら
、
手
続
き
を
す
ま
せ
て
く
だ
さ

い
。

◎
受
給
者
に
は
、
後
日
(
ガ
キ
で

通
知
し
ま
す
。

《
ご
注
意
》
前
記
手
当
の
対
象
と

な
っ
て
い
て
、
ま
だ
申
請
し
て
い

な
い
方
は
、
申
請
し
な
い
と
手
当

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
至
急

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

。

な
お
、
手
当
の
支
給
に
際
し
て

は
所
得
制
限
等
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
児
童
手
当
係

支
給
し
ま
す

心
身
障
害

者

福
祉
手
当

区
で
は
、
心
身
障
害
者
福
祉
手

当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
受

給
し
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
　
区
内
に
居
住
の
膺
二
十
歳

以
上
で
、
身
障
手
帳
一
～
三
級
・

愛
の
手
帳
一
～
三
度
の
方
、
お

よ
ぴ
脳
性
マ
ヒ
・
進
行
性
筋
蔔

綰
症
の
万
(

た
だ
し

、
施
設
入

所
の
方
、
老
人
福
祉
手
当
を
受

給
の
方
は
骸
当
し
ま
せ
ん
)

支
給
月
額
　
七
千
円
(
身
体
陣
害

者
手
帳
三
級
の
方
は
二
千
円
)

申
請
に
必
要
な
も
の
　
印
か
ん
、

住
民
票

、身
体
障
客
者
手
帳
、ま

た
は
愛
の
手
帳
、
本
人
名
儀
の

預
金
通
帳
(

郵
便
局
は
除
く
)

※
現
在
す
で
に
心
身
陣
害
者
福
祉

手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で

、

金
融
機
関
、
口
座
番
号
、
施
設
入

所

、
住
所
な
ど
の
変
更
や
そ
の
他

の
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は

、
必
ず

異
助
の
届
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
援
護
係

振
込
み
ま

す児
童
(
育
成
)

手
当
金

昭
和
五
十
四
年
六
月
期
支
払
分

(
昭
和
五
十
四
年
二
月
か
ら
昭
和

五
十
四
年
五
月
分
ま
で
)
の
児
童

(
青
成
)
手
当
金
は
、
六
月
十
二

日
に
あ
な
た
の
指
定
し
た
金
融
機

閔
に
振
込
み
ま
す
の
で
、
お
受
け

取
り
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
児
童
手
当
係



区 の お 知 ら せ第480号( 3)

気をつけ

ましょう 食中毒

今
年
も
ま
た
、
う
っ
と
う
し
い

梅
雨
の
季
節
が
や
っ
て

き
ま
し

た

。こ
の
時
期
か
ら
夏
に
か
け
て

、

細
菌
性
食
中
毒
が
多
く
発
生
し
ま

す
。
食
中
毒
は
、
毎
年
東
京
だ
け

で
も
百
件
以
上
発
生
し
、
そ
の
う

ち
(
割
以
上
か
六
月
か
ら
九
月
の

間
に
発
生
し
ま
す
。

食
中
毒
は
、
細
菌
性
の
も
の
と

化
学
性
の
も
の
に
わ

け
ら
れ
ま
す
が
、
ほ

と
ん
ど
が
細
菌
性
の

食
中
庸
で
す
。
そ
こ

で
、
食
中
毒
の
原
因

と
な
る
細
菌
に
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
り
、
そ
の
予
防
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

に
つ
い
て
、
簡
単
に

脱
明
し
ま
し
I
つ
。

食
中
毒
の
原
因
と

な
る
細
菌
は
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
が
、
主

な
も
の
と
し
て
は
、

腸
炎
ビ
ブ
リ
オ
、
ぷ

ど
う
球
菌
、
サ
ル
モ

ネ
ラ
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
う

ち
、
夏
期
に
最
も
多
く
食
中
毒
発

生
の
原
因
菌
と
な
る
腸
炎
ビ
ブ
リ

オ
は
、
海
水
中
に
生

息
し
て
い

て
、
海
で
と
れ
る
魚
や
貝
類
に
つ

い
て
陸
上
に
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
(

菌
は
、
塩
分
約
三
%
ぐ
ら
い
の

環
境
で
増
殖
し
ま
す
)

わ
か
国
で
は
、
昔
か
ら
魚
や
貝

類
を
な
ま
で
食
べ
る
こ
と
が
多
い

の
で
、
毎
年
こ
の
菌
に
よ
る
食
中

毒
が
一
番
多
く
発
生
し
て
い
ま

す
。ぶ

ど
う
球
菌
は
、
に
き
ぴ
や
切

儁
の
化
の
う
し
た
部
分
に
い
る
菌

で
、
手
か
ら
食
品
を
通
し
て
口
の

中
に
入
り
ま
す
。

食
中
毒
に
な
ら
な
い
よ
う
、
次

の
こ
と
を
守
っ
て
、
予
防
に
つ
と

め
ま
し
ょ
う
。

▽
調
理
を
す
る
際
に
、

手
を
よ
く
洗
い
ま
し

ょ
う

▽
調
理
場
を
清
潔
に
し

ま
し
ょ
う

▽
食
品
を
取
り
扱
う
食

品
や
器
具
類
を
よ
く

洗
い
、
十
分
に
乾
燥

さ
せ
ま
し
I
つ
(
乾

燥
さ
せ
る
こ
と
は
、

細
菌
の
増
殖
条
件
の

水
分
を
な
く
し
、
細

菌
を
増
殖
さ
せ
な
い

た
め
で
す
)

▽
食
品
を
冷
蔵
庫
に
入

れ
る
場
合
、
食
品
別

に
整
と
ん
し
、
必
ず

十
度
以
下
、
で
き
れ
ば
五
度
以

下
の

温
度
で

保
存
し
ま
し
″

う
(
仮
に
菌
が
い
て
も
、
菌
の

増
殖
を
防
げ
ま
す
)

▽
食
品
は
十
分
に
加
熟
し
て
食
べ

ま
し
ょ
う

こ
の
夏
は
、
食
品
の
取
り
扱
い

な
ど
に
十
分
注
意
し
、
食
中
毒
を

お
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
″

う
。

保
健
所
だ
よ
り

働
い
て
い
る
妊
婦
さ
ん
の

母

親

学

級

日
時
　
六
月
九
日
(
土
)
午
後
一
時

～
四
時

場
所
　
千
住
保
健
所
講
堂

定
員
　
先
着
二
十
五
名
(
費
用
無
料
)

内
容
　
映
画
、
妊
娠
の
生
理
、
お
産

の
経
過
、
妊
娠
中
の
栄
養
、
赤
ち

や
ん
の
育
て
方
、質
疑
応
答

申
込
方
法
　
竜
話
で
、
六
月
(
日
ま

で
に
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住
保
健
所
業

務
係
　
　
(
(
(
一
四
二
七
七

ご
参
加
く
だ
さ
い

看

護

教

室

家
庭
に
病
人
が
で
き
た
時
の
看
護

の
方
法
や
、
老
人
に
対
す
る
接
し
方

な
ど
に
つ
い
て
学
習
し
ま
す
。

日
時
・
内
容
　
一
日
目
上
(
月
二
十

五
日
(
月
)
午
後
一
時
三
十
分
～

四
時
　
▽
映
画
　
▽
寝
た
き
り
に

な
ら
な
い
た
め
に
　
▽
洗
髪
(
寝

た
ま
ま
洗
う
方
法
)
実
技

二
日
目
・・・
七
月
二
日
(
月
)
午
後

一
時
三
十
分
～
四
時
　
▽
排
尿
便

の
世
話
　
▽
肩
こ
り
予
防
体
操

場
所
　
千
住
保
健
所
講
堂

申
込
資
格
　
二
日
間
受
講
で
き
る
方

申
込
方
法
　
一
話
で
、
直
接
申
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
(
費
用
無
料
)

申
込
期
限
　
六
月
二
十
三
日

問
合
せ
先
　
千
住
保
健
所
業
務
係
　

(
(
(
-
四
二
七
七

妊
婦
さ
ん
の
た
め
の

栄

養

講

習

会

妊
娠
中
の
食
事
と
調
理
実
習
、
貧

血
の
予
防
、妊
娠
中
毒
症
、
授
乳
中

の
栄
養
な
ど
を
テ
ー
マ
に
、
次
の
と

お
り
行
な
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

■
中
央
本
町
保
健
相
談
所

日
時
　
六
月
十
二
日
(
火
)
午
後
一

時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

定
員
　
先一
三
十
名
(
費
用
無
料
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
中
央
本
町
保
健

相
談
所
　
　
八
(
〇
-
コ

六
五

■
足
立
保
健
所

日
時
　
六
月
十
三
日
(
水
)
午
後
一

時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

申
込
方
法
　
(

ガ
キ
に
住
所

、氏
名
、

お
よ
び
講
習
会
(
六
月
十
三
日
分
)

受
講
希
望
と
明
記
し

、
申
込
ん
で

く
だ
さ
い
。
(
費
用
無
料
)

申
込
・
問
合
せ
先
　

足
立
保
健
所
栄

養
指
導
担
当
(
〒
1
2
1伊
興
町
前
沼

一
一
五
七
-
六
　
　
(

五
五
一
四

一
五
一
)

お

気

軽

に
ど

う
ぞ

育

児

相

談

日
時
　
六
月
六
日
(
水
)
午
前
九
時
～

十
時
三
十
分

内
容
　
身
体
測
定
、
育
児
と
栄
養
指

導
　
(

費
用
無
料
)

持
参
品
　
母
子
手
帳
、
お
む
つ

場
所
・
問
合
せ
先
　
江
北
保
健
相
談

所
　
　
(

九
六
!
四
〇
〇
四

か
ら
だ
がい
ち
ば
ん
大
切
で
す

す
す
ん
で
健
康
診
断
や
検
診
を

―
麻
し
ん
の
予
防
接
種
も
お
早
め
に
ど
う
ぞ
―

あ
な
た
も

健
康
診
断
を

日
頃
、
健
康
診
断
の
機
会
に
恵
ま

れ
な
い
主
婦
、
自
営
業
、
商
店
で
勳

ら
い
て
い
る
方
な
ど
を
対
象
に
、区

民
健
康
診
断
や
行
な
い
ま
す
の
で
、

都
合
の
よ
い
会
場
で
お
受
け
く
だ
さ

い
。

日
時
・
場
所
　
左
下
表
の
と
お
り

受
付
時
間
　
午
後
一
時
三
十
分
～
二

時
三
十
分

費
用
　
無
料

検
査
内
容
　
エ
y
ク
ス
線
間
接
撮
影

(
十
六
歳
以
占

、
血
圧
測
定
、
尿

検
査
、
歯
科
検
診
(
三
十
歳
以
上
)

※
検
査
の
結
果
、
疑
わ
し
い
方
は
、

後
日
梢
密
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
き

ま
す
。

《
ご
注
意
》
①
そ
ク
ス
繚
撮
影
を

行
な
い
ま
す
の
で
、
金
具
類
の
つ

い
て
い
な
い
下
着
を
肴
用
し
て
く

だ
さ
い
　
②
会
場
に
は
駐
車
場
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
自
動
車
、
バ
イ

ク
等
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
　
③
必

ず
上
ぱ
き
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
(

保
健
所
、
保
健
相
談
所
は
不
要
)

問
合
せ
先
　
▽
区
役
所
保
健
予
防
係

▽
足
立
保
健
所
(
　
(

五
五
1
四

一
五
一
)
▽
千
住
保
健
所
(
　
(
(

八
一

四
二
七
七
)

ちょっと血圧が高いようですね

区民健康診断実施会場
胃
の
検
診
と

子
宮
が
ん
検
診

■
胃
の
検
診

対
象
　
区
内
在
住
の
濟
三
十
五
歳
以

上
の
方
(
保
健
所
の
管
轄
は
問
い

ま
せ
ん
)
で
、
過
去
一
年
以
内
に

冐
の
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

検
診
場
所
・
定
員

(
ア
)
保
健
セ
ン
タ
よ
四
百
二
十
名
)

(
イ
)
足
立
保
健
所
(
百
名
)

(
ウ
)
東
和
保
健
相
談
所
(
五
十
名
)

(
エ
)
江
北
保
健
相
談
所
(
五
十
名
)

(
オ
)
都
が
ん
セ
ン
タ
ー
(
二
十
五
名
)

検
診
日
　

七
月
～
九
月
中

《
ご
注
意
》
冐
の
手
術
を
し
た
方
や

胃
病
で
治
療
中
の
方
は
、
受
診
で
き

ま
せ
ん

。

※
検
診
日
時
に
つ
い
て
は
、
申
込
者

に
別
途
通
知
し
ま
す
。

■
子
宮
が
ん
検
診

対
象
　
区
内
在
住
の
膺
三
十
歳
以
上

の
女
性
で
、過
去
一
年
以
内
に
子

宮
が
ん
検
診
螽
け
て
い
な
い
方

検
診
場
所
・
定
員

(
ア
)
保
健
セ
ン
タ
ー
(
百
二
十
名
)

(
イ
)
都
が
ん
セ
ン
タ
ー
(
百
三
十
名
)

(
ウ
)
区
内
婦
人
科
医
(
二
百
五
十
名
)

検
診
日
　
(
ア
)
に
つ
い
て
は
、七
月
十

三
日
・
二
十
七
日

、【
月
十
日
・

二
十
四
日
、
九
月
七
日
・
二
十

】

日
=
・
各
二
十
名
、(
イ
)
に
つ
い
て

は
、(
月
六
日
・
七
日
…
各
六
十

五
名
、(
ウ
)
に
つ
い
て
は
、九
月
実
施

《
ご
注
意
》
生
理
の
初
日
か
ら
十
日

闃
は
検
診
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
方
法
　
右
表
の
と
お
り
、胃
・

子
宮
が
ん
検
診
と
も
に
、往
復
(

ガ
キ
で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
六
月
十
二
日
(
当
日
消

印
有
効
)

※
申
込
者
多
数
の
場
合
は
、抽
せ
ん

と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先
　
足
立
保
健
所
業
務
第
一

係
　
　
(

五
五
一
四
一
五
一

〔 ハガ キ記 入例〕

胃検診
裏　( 往信) 　表

裏　( 住信) 　表

子宮がん検診

麻
し
ん
(
は
し
か
)

の
予
防
接
種

一
歳
六
か
月
か
ら
六
歳
未
満
ま
で

の
お
子
さ
ん
を
対
象
に
、
次
の
方
法

で
予
防
接
種
(
無
料
)
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

対
象
の
お
子
さ
ん
で
ま
だ
お
済
み

で
な
い
方
は
、
忘
れ
す
に
接
種
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
満
六
歳
に
な
る

と
接
種
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▼
一
歳
六
か
月
児
…
「一
歳
六
か
月

児
歯
科
健
康
診
査

」
の
受
診
時
に

接
種
票
等
を
お
渡
し
し
ま
す
(
歯

科
検
診
は
保
健
所
か
ら
(

ガ
キ
で

通
知
し
ま
す
)

▼
三
歳
児
…
三
歳
に
な
る
前
月
頃
に

保
健
所
か
ら
通
知
し
ま
す

▼
三
歳
以
上
～
六
歳
未
満
児
・
・
・
母
子

手
帳
持
参
の
う
え

、直
接
保
健
所
、

保
健
相
談
所
も
し
く
は
区
役
所
保

健
予
防
係
で
接
種
票
等
を
お
受
け

と
り
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
　

▽
区
役
所
保
健
予
防
係

▽
足
立
保
健
所
業
務
第
一
係
(
　
(

五
五
-
四
一
五
一
)
▽
千
住
保

健
所
業
務
係
(
　
(
(
(
-

四
二

七
七
)

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

私
た
ち
の
周
囲
に
こ
ん
な
差
別

は
な
い
で
し
ょ
う
か

《
今
も
残
っ
て
い
る
差
別
》

(
3
)
就
職
時
の
差
別
(
そ
の
一
)

就
職
の
自
由
は
人
間
の
生
存
権

に
か
か
わ
る
璽
要
な
権
利
で
す

。

同
和
地
区
出
身
の
子
ど
も
た
ち

が
、困
難
な
諸
条
件
を
克
服
し
て
、

や
っ
と
高
校
を
卒
業
し

、
就
職
と

い
う
段
階
で
、
筆
記
試
験
に
は
合

格
し
た
が
、
応
募
書
類
や
身
元
調

査
等
に
よ
っ
て
、
不
採
用
に
さ
れ

た
と
い
う
差
別
事
件
か
お
き
て
い

ま
す
。
昭
和
四
十
(
年
度
以
降
、

雇
用
者
は

採
用
に

あ
た
っ
て

、

「
本
籍
地
(
市
町
村
、
番
地
)
、
親

の
職
業
や
学
歴
、
本
人
の
支
持
政

党

」
な
ど
を
記
入
し
な
い
全
国
高

等
学
校
統
一
応
募
書
類
(
新
規
卒

業
者
以
外
は
J
I
S

規
格
の
履
歴

一
)

を
使
用
し
、
就
職
差
別
の
解

消
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
就
職
時
に
利
用
す
る
た

め

、
同
和
地
区
の
地
名
を
賢
料
と

し
て
売
る
「
地
名
総
鑑
事
件
」
も

お
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
人
事
極
秘
「
特
殊
都

落
地
名
総
鑑
」
と
呼
ば
れ
る
図
書

を
、企
業
防
衛
懇
話
会
が
発
行
し
、

そ
し
て
、こ
れ
を
購
入
し
た
会
社

が
わ
か
っ
た
こ
と
か
ら
問
題
と
な

っ
て
い
る
部
落
差
別
事
件
の
こ
と

で
す
。

こ
の
地
名
総
鑑
は
、全
国
の
同

和
地
区
(
被
差
別
部
落
)
の
所
在

と
新
旧
両
地
名
お
よ
ひ
、
世
帯
数

な
ど
を
記
載
し
た
も
の
で
す
。

発
行
者
は
、い
ま
な
お
根
強
く

残
っ
て
い
る
部
落
差
別
や
社
会
不

安
、不
況
に
目
を
つ
け
、こ
れ
を

企
業
に
売
っ
て
金
も
う
け
を
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と

は
会
社
の
人
事
担
当
者
に
送
ら
れ

た
案
内
番
の
な
か
で
、
企
業
の
採

用
や
人
事
管
理
に
利
用
す
る
こ
と

を
す
オ
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
す
。

こ
の
事
件
は
国
会
で
も
、
重
大

な
部
落
差
別
事
件
で
あ
る
と
し
て

取
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
同
和
問
題

の
早
急
な
解
決
を
責
務
と
す
る
政

府
、
自
治
体
は
こ
の
事
象
を
極
め

て
悪
質
な
都
落
差
別
と
し
て
と
ら

え
、
そ
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
い

る
も
の
で
す
。

そ
の
後
も
、類
似
事
件
の
発
生

が
あ
り
、
こ
れ
を
購
入
し
た
企
業

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
事
件

が
続
い
て
起
っ
て
い
ま
す
。

◎
同
和
問
題
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ
。

悩
み
や
心
配
ご
と
の

相

談

あ

ん

な

い

悩
み
や
心
配
ご
と
は
、
な
か
な

か
他
人
に
は
話
せ
ま
せ
ん
が
、
ひ

と
り
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
、

か
え
っ
て
悪
い
結
果
に
な
り
や
す

い
も
の
で
す
。

福
祉
事
務
所
で
は
、母
子
家
庭

や
ご
婦
人
の
た
め
に
、相
談
や
貸

付
な
ど
を
行
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
お

い
で
く
だ
さ
い
。

母

子

家

庭

の

方

へ

相
談
　
二
十
歳
未
満
の
児
童
を
か

か
え
て
い
る
母
子
家
庭
の
経
済

上
の
問
題
、
児
童
の
就
学
、
就

職
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

貸
付
制
度
　
経
済
的
自
立
の
助
成

を
目
的
と
し
て
、事
業
開
始
、

継
続
資
金
、住
宅
補
修
、就
職
、

就
学
支
度
金
な
ど
を
必
要
に
応

じ
て
貸
付
け
ま
す
。
償
還
は
三

年
～
二
十
年
以
内
で
す
。

母
子
寮
　
生
活
環
境
を
変
え
て
児

童
を
養
育
し
た
い
母
子
家
庭
の

方
に
、母
子
寮
入
所
制
度
が
あ

り
ま
す
。ま
た
、急
に
宿
泊
先

の
な
く
な
っ
た
母
子
に
一
時
的

な
宿
所
を
提
供
し
、生
活
相
談

に
応
じ
る
一
時
保
護
所
も
あ
り

ま
す
。

母
子
休
養
事
業
　
十
か
所
の
国
民

宿
舎
が
年
一
回

、
一
泊
二
日
に

限
り
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

介
護
人
派
遣
　
病
気
で
児
童
の
世

銛
に
困
っ
た
と
き
、介
護
人
を

派
遣
し
ま
す

。
こ
の
制
度
は
、

あ
ら
か
じ
め
対
象
覃
庇
と
し
て

登
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

応
急
小
口
資
金
　
災
害
や
病
気
な

と
で
急
に
お
金
が
必
要
に
な
っ

た
時
、三
万
円
を
限
度
と
し
て

貸
付
け
ま
す
。償
還
は
、借
入

の
翌
月
か
ら
分
割
返
済
で
、
無

利
子
で
す
。

相
談
日
　
毎
週
月
曜
日
～
金
曜
日

午
前
九
時
～
午
後
五
時
(
土
曜

日
は
正
午
ま
で
)

ご

婦

人

の

た

め

に

相
談
　
夫
の
酒
乱
・
暴
力
行
為
か

ら
逃
れ
て
一
時
的
に
保
護
を
求

め
る
婦
人
、
未
婚
の
妊
婦
、
そ

の
他
複
雑
な
問
一
を
か
か
え
て

お
困
り
の
婦
人
を
対
象
に
、
ご

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す

。

貸
付
制
度
　
経
済
的
自
立
の
助
成

を
目
的
と
し
て
、事
業
開
始

、継

続
賢
金

、技
能
修
得
、療
養
賢
金

等
の
貸
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。

賃
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
方
は

、
都
内
に
六
か
月
以
上

住
ん
で
い
る
方
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
婦
人
で
す
。

▽
二
十
歳
以
上
の
方
で
、配
偶
者

が
い
な
い
か
、ま
た
は
配
偶
者

の
扶
養
を
受
け
ら
れ
な
い
方
・
・
・

▼
親
・
子
・
兄
弟
姉
妹
な
ど
を

扶
養
し
て
い
る
方
　
▼
親
・
子

・
兄
弟
姉
妹
な
ど
を
扶
養
し
て

い
な
い
方
で
、
月
収
が
十
(
万

二
千
円
以
下
の
方

▽
二
十
五
歳
未
満
で
配
偶
者
が
い

な
い
か
、
ま
た
は
配
偶
者
の
按

養
を
受
け
ら
れ
な
い
万
で

、親
・

子
・
兄
弟
姉
妹
を
扶
養
し
て
い

る
方

※
要
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合

で
も
、
区
で
特
に
必
要
と
認
め
た

方
は
、
対
象
と
な
り
ま
す
。
ご
汨

啖
く
だ
さ
い
。

相
談
日
　
毎
週
月
曜
日
～
金
曜
同

午
前
九
時
～
午
後
五
時
(
土
圖

日
は
正
午
ま
で
)

家

庭

相

談

家
庭
相
鮫
員
は
、
家
庭
内
の
悩

み
ご
と
、
心
配
ご
と
な
ど
の
聞
瘴

役
、
相
談
役
で
す
。
さ
さ
い
な
こ

と
で
も
ひ
と
り
で
悩
ま
す
に
、
一

緒
に
考
え
ま
し
I
つ
。
相
談
内
寫

の
秘
密
は
固
く
守
り
ま
す
。

相
談
の
例
　
▼
夫
婦
、親
子
、恋

愛
な
ど
人
関
関
係
の
こ
と
　

▼
婚
姻
や
相
続
な
ど
身
分
上
の

こ
と
　
▼
そ
の
他

相
談
日
　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

の
午
後
一
時
～
五
時

相
談
・
問
合
せ
先
　
お
近
く
の
福

祉
事
務
所
へ
ど
う
ぞ
。

◎
足
立
…
　
(
(
{
上
三
四
}

◎
中
部
…
　
(
(
九
-
一
四
(
一

◎
東
部
…
　
六
〇
五
!
七
一
〇
五

◎
西
郷
…
　
(
九
七
一
五
〇
コ

◎
北
部
…
　
(
(
三
上
(
(
〇
〇
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楽しみながら健康づくり
スポーツしよう!

元
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手

指
導
に
よ
る

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
教
室

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
自
主
的
活
動

の
で
き
る
チ
ー
ム
作
り
を
ね
ら
い
と

し
て
、
次
の
と
お
り
受
講
生
を
募
集

し
ま
す
。

期
間
　
六
月
二
十
日
～
(
月
二
十
九

日
(
毎
週
水
曜
日
)
十
一
回

時
間
　
午
前
十
時
～
正
午

場
所
　
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
大

体
育
室

対
象
　
婦
人
(
技
能
程
度
初
心
者
)

定
員
　
四
十
(
名

種
目
　
九
人
制
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

指
導
　
岩
原
豊
子
氏
(
元
オ
リ
ン
g
y

ク
選
手
)
　

石
山
和
子
氏
(
元

全
日
本
代
表
)

費
用
　
受
講
料
無
料

申
込
方
法
　
往
復
(
ガ
キ
に
住
所
、

氏
名
、生
年
月
日
、電
話
番
号
を

明
記
し
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。(由

込
多
数
の
場
合
は
抽
せ
ん
)

申
込
期
限
　
六
月
(
日
(
金
)
当
日

消
印
有
効

申
込
・
問
合
せ
先
　
総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
事
業
係

孚
1
2
1東
保
水

閧
ニ
ー
ニ
七
-
一
　
　
(

五
九
丿

凸
一
一
こ

七
月
一
日
オ
ー
プ
ン

区
営
プ
ー
ル

夏
が
も
う
す
ぐ
や
っ
て
き
ま
す
。

区
で
は
、今
年
も
区
営
プ
ー
ル
を
次

の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。健
康
な
か

ら
だ
づ
く
り
の
た
め
に
、ど
う
ぞ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

開
設
期
間
　

七
月
一
日
～
(
月
三
十

一
日

区
営
プ
ー
ル
所
在
地
　
▼
千
住
公
園

プ
ー
ル
…
千
住
大
川
町
三
五
-
一

▼
千
住
旭
町
公
園
プ
ー
ル…
千
住

旭
町
三
〇
-
一
　
▼
大
谷
田
南
公

園
プ
ー
ル
…
中
川
四
一
四
一
〒
一

▼
中
郷
公
園
プ
ー
ル
・
:西
新
井
一

上
一
九
-
一
五
　
▼
鹿
浜
校
趾
公

園
プ
ー
ル
・・・
鹿
浜
三
-
一
四
1
一

プ
ー
ル
の
団
体
貸
切
　
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く
午
前
中
は
、
団
体
に
よ

る
貸
切
使
用
が
で
き
ま
す
。

申
込
受
付
　
六
月
二
十
二
日
か
ら
(

た
だ
し
、六
月
二
十
二
日
の
受
付

は
、
午
前
十
時
か
ら
区
役
所
一
階

会
議
室
で
抽
せ
ん
に
よ
り
決
定
し

ま
す
)

問
合
せ
先
　
公
園
管
理
係

な
ぎ
な
た
初
心
者

講

習

会

日
時
　
七
月
(
日
(
日
)
・
十
五
日
(

日
)
・
二
十
二
日
(
日
)
・
二

十
九
日
(
日
)
い
ず
れ
も
午
後
一

時
～
三
時

場
所
　
千
寿
小
学
校

受
講
料
　
無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
区
な
き
な
た
連

盟
　
鈴
木
豊
子
(
〒
Ⅲ
西
保
木
閧

一
〒
一
九一
一
九
　
　
(
八
=
T
(

六
三
七
)

区
民
バド
ミ
ン
ト
ン

講
習
会

足
立
区
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
創
立

二
十
周
年
記
念
と
し
て
、一
流
選
手

を
講
師
に
招
き
、
次
の
と
お
り
講
習

会
を
開
き
ま
す
。

日
時
　
六
月
三
十
日
(
土
)
▼
第
一

部
(
家
庭
婦
人
の
部
)
午
前
九
時
三

十
分
～
午
後
○
時
三
十
分
　
▼
第

二
部
(
中
学
、
高
校
生
の
部
)
午

後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分
　

▼
第
三
部
(
社
会
人
の
部
)
午
後

五
時
三
十
分
～
八
時
三
十
分

場
所
　
総
合
ユ
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
大

体
育
室

参
加
費
　
一
人
三
百
円
(
中
学
生
は

無
料
)
当
日
会
楊
へ
持
参

定
員
　
各
部
と
も
六
十
四
名

申
込
方
法
　
往
復
(
ガ
キ
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
職
業
(
所
属
し
て

い
れ
ば
ク
ラ
ブ
名
)
学
校
名
、
竸

技
経
験
の
有
無
お
よ
び
程
度
を
明

記
し
、
参
加
希
望
の
部
を
指
定
し

て
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
(
直
接
ま

た
は
電
話
で
の
申
込
み
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
)

申
込
先
　
下
川
弘
明
(
〒
1
2
3扇
ニ
ー

三
三
-
一
)

申
込
期
限
　
六
月
十
二
貝

火
)
必
肴

※
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
せ
ん
。

見
学
は
自
由
で
す
。

問
合
せ
先
　

教
育
セ
ン
タ
ー
内
馬
場
(

(
五
〇
-
(
(

〇
一
)
　

下

川
(
　
(

九
八
-
四
五
六
二
)

主
催
　
足
立
区
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会

六
月
の
野
球
場
の
抽
せ
ん
会

場
は
、都
合
に
よ
り
産
業
振
興

館
に
変
更
し
ま
す
。

総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

六
月
十
日
(
日
)
の
佃
人
利
用
は
、

卓
球
(
午
前
・
午
後
)
た
だ
し
五
名
、

ア
ス
レ
チ
y
ク
ル
ー
ム
(
午
前
・
午

後
)
、ス
ポ
ー
ツ
サ
ウ
ナ
(
午
後
)

の
み
で
す
。

く
わ
し
く
は

、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
(
　
(

五
九
-
(
一
二

二

へ
。地

域
ス
ポ
ー
ツ
教
室

実
施
中

場
所
　
五
中
・
六
中
・
七
中
・
花
畑

北
中
の
体
育
館

種
目
　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
、卓
球

く
わ
し
く
は
、
体
育
課
へ
。

区民カレンダー
( 6月5日～7月4日)

資
金
不
足
で
お
困
り
の
方
へ

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
(
床
面

積
百
三
十
二
平
方
㍍
以
下
)
の
修

繕
、
ま
た
は
宅
地
(
敷
地
面
積
三

百
三
十
平
方
㍍
以
下
)
の
整
備
を

し
よ
う
と
お
考
え
の
方
、

資
金
不
足
で
お
困
り
の
と

き
、
融
賢
あ
っ
せ
ん
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

資
格▼

区
内
に
一
年
以
上
住
所
を
有

す
る
こ
と

▼
特
別
区
民
税
を
完
納
し
て
い

る
こ
と

▼
年
齢
が
二
十
歳
か
ら
六
十
五

歳
未
満
で
あ
る
こ
と

▼
連
帯
保
証
人
を
つ
け
ら
れ
る

こ
と

融
資
額
　
二
十
万
円
～
百
五
十
万

円
利
率
　
年
五
%
(
実
質
申
込
者
負

担
)

償
還
　
五
年
以
内
の
元
金
均
等
日

賦
取
扱
金
融
機
関
　

富
士
銀
行
、
足

立
信
用
金
庫

、成
和
信
用
金
庫
、

足
立
農
業
協
同
紿
洽
区

内
本
支
店

申
込
方
法
　
申
込
書
(
区

民
係
、
ま
た
は
出
張
所

こ
あ
り
ま
す
)
に
住
民

蔡
、
納
税
証
明一
、
工
事
見
積

書
等
を
添
え
て
区
民
係
ま
で
申

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、
区
民
係
へ
。

た
だ
い
ま
募
集
中

ポ
ス
タ
ー
原
画

特
別
区
財
源
獲
得
大
会
用

特
別
区
を
よ
り
発
展
さ
せ
、
住
民

の
期
待
に
こ
た
え
る
自
治
体
に
し
、

財
源
の
獲
得
を
強
く
訴
え
る
主
旨
の

ポ
ス
タ
ー
募
集
で
す
。ふ
る
っ
て
ご

応
募
く
だ
さ
い
。

主
催
　
二
十
三
特
別
区
議
会

開
催
日
時
　
十
月
二
十
六
日
(
金
)

午
後
一
時

場
所
　
新
宿
区
文
化
セ
ン
タ
ー

規
格
　
A
2
版

縦
長
三
色

期
限
　
六
月
三
十
日
(
土
)
　
郵
送

は
当
日
消
印
ま
で
有
効

謝
礼
　
最
優
秀
作
一
点
に
五
万
円
、

優
秀
作
五
点
に
各
一
万
円

出
品
・
問
合
せ
先
　
特
別
区
議
会
議

長
会
事
務
局
(
〒
1
0
2千
代
田
区
九

段
北
一
-
一
-
四
　
東
京
区
政
会

館
内
　
　

二
六
五
-
'○
六
七
一
)

消
費
者
問
題
の

調
査
研
究
グ
ルー
プ

区
で
は
、
次
の
要
領
で
消
費
生
酒

問
題
の
調
査
・
研
究
グ
ル
ー
プ
を
募

集
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
、消
費
者
の
皆
さ
ん
に
調
査
・

研
究
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、消
費
生

活
に
対
す
る
関
心
と
知
識
を
高
め
、

消
費
者
の
グ
ル
ー
プ
化
・
組
織
化
を

図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

対
象
　
区
内
の
主
婦
を
中
心
と
し
た

消
費
者
グ
ル
ー
プ

内
容
　
区
か
ら
示
さ
れ
た
テ
ー
マ
に

つ
い
て
、
年
二
回
グ
ル
ー
プ
で
調

査
・
研
究
を
行
な
い
、
そ
の
結
果

を
レ
ポ
ー
ト
で
報
吉
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

応
募
資
格
　
同
一
出
張
所
管
内
に
住

ひ
消
費
者
五
名
程
度
で
グ
ル
ー
プ

を
構
成
し
、グ
ル
ー
プ
で
応
夥
し

て
く
だ
さ
い
。

募
集
グ
ル

ー
プ
数
　

七
グ
ル
ー
プ

謝
礼
　
一
グ
ル
ー
プ
年
二
万
五
千
円

任
期
　
二
年
問

申
込
方
法
　
所
定
の
申
込
用
紙
(
出

張
所
・
経
済
諌
窓
口
に
あ
り
ま
す
)

に
記
入
の
う
え
、
消
費
者
セ
ン
タ

ー
(
〒
Ⅲ
千
住
仲
町
三
)
へ
申
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
六
月
十
五
日
(
金
)

※
申
込
み
多
数
の
場
合
は
、抽
せ
ん

に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
消
費
者
セ
ン
タ
ー
　
　
(

七
〇
-
一
三
九
一

幼
児
家
庭

教
育
学
級

幼
稚
園
・
保
育
園
に
就
園
し
て
い

な
い
幼
児
の
た
め
に
、幼
児
家
庭
教

育
学
級
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
定
員
に
余
裕
が
あ
り
ま
す
の

で
、ご
希
望
の
方
は
申
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

対
象
者
　
昭
和
四
十
八
年
四
月
二
日

～
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
生
ま

れ
で

、現
在
幼
稚
園
・
保
育
園
に
就

園
し
て
い
な
い
幼
児
と
そ
の
両
親

募
集
人
員
　
若
干
名

実
施
場
所
　
溯
江
小
学
校
(
西
保
木

間
一
-
一
〇
-
三
)

申
込
方
法
　
(

ガ
キ
に
住
所
、氏
名
、

電
話
番
号
と
幼
児
の
名
前
、
生
年

月
日
を
記
入
の
う
え
、
教
育
委
員

会
幼
児
教
育
担
当
(
〒
1
2
0千
住
一
-

五
〇
)
へ
申
込
ん
で

く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先
　
教
育
委
員
会
幼
児
教
育

担
当

ご
家
族
で
の
ん
び
り
と

湯
河
原
区
民
保
養
所
あ
だ
ち
荘

東
京
か
ら
わ
ず
か
二
時
間
余
、湯

河
原
温
泉
郷
へ
ご
家
族
、お
友
達
と

お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

▽
付
近
の
見
所
　
歩
い
て
五
分
程
の

と
こ
ろ
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
趣
の
あ
る

万
葉
公
園
、
藤
木
川
の
上
流
に
は
不

動
の
麾
、
ち
ょ
っ
と
足
を
延
ば
せ
ば

頼
朝
ゆ
か
り
の
し
と
ど
の
窟
(
い
わ

や
)
と
、
散
策
に
は
こ
と
か
き
ま

せ
ん
。

夏
は
、
水
と
森
の
公
園
プ
ー
ル
、

讌
河
原
海
水
浴
場
、子
供
連
れ
に
は

最
適
。
そ
の
他
に
手
軽
な
(
イ
キ
ン

グ
コ
ー
ス
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

▽
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
　
城
山
コ
ー

ス
…
5
㎞
、
天
照
山
コ
ー
ス
…
3
㎞
、

し
と
ど
の
窟
・
城
山
コ
ー
干
・
1
3
㎞
、

幕
山
コ
ー
ス
…
1
2
㎞
、
城
山
・
天
照

山
コ
ー
ス
…
1
2
㎞

※
(
月
分
の
空
室
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い

。

▽
休
館
日
　
六
月
・
=十
二
日
・
十
三

日
・
二
十
六
日
・
二
十
七
日
　
七
月
=

半
日
・
十
一
日
・
十
九
日
・
二
十

問
合
せ
先
　
区
民
係

掲
示

板

児
童
館
を

知
っ
て
い
ま
す
か

お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
地
域

の
皆
さ
ん
、
子
供
達
の
生
活
の
}

部
と
な
り
つ
つ
あ
る
地
域
の
児
童

館
を
見
学
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
六
月
十
六
日
(
土
)
午
後

一
時
三
十
分

場
所
　
中
部
セ
ン
タ
ー
児
童
館
四

階
図
書
室

問
合
せ
先
　
中
部
セ
ン
タ
ー
　
　
(
(

九
-
四
六
六
一

特
別
区
職
員
募
集

昭
和
五
十
五
年
四
月
以
降
採
用

の
特
別
区
職
員
(
大
学
卒
程
度
)

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

職
種
・
試
験
区
分
・
採
用
予
定
人

数
・
受
験
資
格
　
左
表
の
と
お
り

申
込
期
間
　
(

持
参
申
込
)
昭
和

五
十
四
年
六
月
十
一
日
(
月
)

圭
(
月
十
三
日
(
水
)
午
前
十

時
～
午
後
四
時

申
込
先
　
各
区
役
所
の
人
事
担
当

課
ま
た
は
特
別
区
人
事
委
員
会

事
務
局
任
用
課

試
験
日
　

七
月
二
十
二
日
(
日
)

問
合
せ
先
　
特
別
区
人
事
委
員
会

事
務
局
任
用
課
(
千
代
田
区
九

段
北
一
-
一
一
四
　
　

二
六
五
1
0

六
七
一
)・
区
役
所
人
事
係

※
受
験
資
格
　
福
祉
指
導
・
:児
童

指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者
、
食

品
衛
生
監
視
…
食
品
衛
生
監
視
員

の
賢
格
を
有
す
る
者
、
環
境
衛
生

監
視
=
・
環
境
衛
生
監
視
貝
の
賢
格

を
有
す
る
者
、
衛
生
検
査
・・・
衛
生

検
査
技
師
免
許
ま
た
は
臨
床
検
査

技
師
免
許
を
有
す
る
者

職種、試験区分、採用 予定数及び受験資格

資格及び免許については、昭和55年3月31日までに、
資格免肝取得見込みの者も受験できます。

家
庭
用
計
量
器
検
査

ご
家
庭
で
使
用
中
の
計
鐓
器
検

査
を
次
の
と
お
り
行
な
い
ま
す
。

ま
た
検
査
の
結
果
、不
良
品
の

調
整
も
行
な
い
ま
す
の
で
、
こ
の

機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
・
場
所
　
▽
六
月
十
二
日

(
火
)
・
=
第
七
出
張
所
集
会
室

(
関
原
ニ
ー
三
五
-
二
四
)
　

▽
六
月
十
三
日
(
水
)
・
・
・
東
綾

瀬
団
地
集
会
所
(
東
綾
瀬
二
I

匸
一
)
　
《
時
間
は
、い
ず
れ
も

午
前
十
時
～
午
後
四
時
》

対
象
計
量
器
　
体
温
計
、寒
暖
計

血
圧
計
、ヘ
ル
ス
メ
ー
タ
ー
、キ

ッ
チ
ン
ス
ケ
ー
ル
、ヘ
ビ
ー
ス

ケ
ー
ル
な
ど
の
家
庭
用
は
か
り

費
用
　
検
査
、
調
盤
料
無
料

問
合
せ
先
　
東
京
都
計
一

協
会
　

四
三
四
-
六
五
九
一

東

部

セ

ン

タ

ー

▼
テ
ー
ブ
ル
マ
ナ
ー
講
習
会

日
時
　
六
月
十
三
日
(
水
)
午
後

六
時
～
八
時

内
容
　
洋
食
フ
ル
コ
ー
ス
の
テ
ー

ブ
ル
マ
ナ
ー

定
員
　
六
十
名

会
費
　
四
千
円

申
込
方
法
　
会
費
を
添
え
て
直
接

東
部
セ
ン
タ
ー
窓
口
へ

▼
老
人
マ
ッ
サ
ー
ジ

日
時
　
六
月
二
十
七
日
(
水
)
午

前
九
時
三
十
分
～
午
後
三
時

対
象
　

六
十
歳
以
上
の
区
民

定
員
　

五
十
名

申
込
方
法
　

六
月
十
六
日
(
土
)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
受
付
、

必
ず
前
も
っ
て
電
話
(

ま
た
は

窓
口
)
で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い

場
所
・
問
合
せ
先
　
東
部
セ
ン
タ

ー
　
　
(

○
五
-
・
七
一
〇
一

SA ・Y・T　230, 000


